
領収証書・納付済証と領収印のイメージ

両方に領収印が押されていることを
ご確認ください。

納付後に受け取る
「領収証書」と「納付済証」部分

「納付済証」に領収印が
押されていない場合、
申請時に手数料を納付
したことを確認するこ
とができません。

○○

7.3.10
×××

○○

7.3.10
×××


	スライド 1

